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ひたちなか市立美乃浜学園の部活動に係る活動方針 

ひたちなか市立美乃浜学園 

１ 部活動の基本的な考え 

部活動は、教育課程には含まれないものの、学校教育の一環として学習指導要領に位置付けら

れ実践されている。生徒にとって豊かな学校生活を経験するための有意義な活動である。さらに、

生徒の自主的、自発的な参加により行われ、スポーツや文化等に親しませることで、学習意欲の向

上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指す「生きる力」を育むものである。 

 

２ 部活動の在り方 

    「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン（Ｈ３０．３ スポーツ庁）」「文化部活動

の在り方に関する総合的なガイドライン（Ｈ３０．１２ 文化庁）」「茨城県部活動の運営方針（Ｒ

４．１２ 茨城県教育委員会）」「ひたちなか市部活動の活動方針（Ｒ５．３ ひたちなか市教育委

員会）」に則り、成長の著しい中学生期にふさわしい適切な活動を計画するとともに、体罰や暴言、

ハラスメント等の根絶を徹底し、安全で安心な指導の徹底と活動環境を整える。また、部活動外部

指導員を積極的に活用し、より専門的で充実した部活動の実施を目指す。 

 

３ 指導と体制 

    部活動の運営は、練習計画や練習内容を含め「安全で楽しく活動するためのルールを生徒たち

に考えさせ、主体的に活動する態度を育てる」という視点に立った指導体制を推進する。 

 

  （１）校内組織体制 

      部活動の運営を協議する校内組織体制として、「部活動運営委員会」を設置する。 

  （２）活動計画及び実施報告書の作成 

      「ひたちなか市部活動の活動方針（Ｒ５．３ ひたちなか市教育委員会）」に則り、顧問は、

年間計画及び毎月の活動計画を作成する。 

      計画表を生徒・保護者に知らせることで、活動内容の把握、安心・安全な活動の徹底を図る。

また、校長へ実績報告書を提出し、生徒及び部活動顧問の負担が過度にならないよう、安心・

安全な部活動の在り方について指導を受ける。 

  （３）活動及び日数 

       成長期にある生徒が、バランスのとれた生活が送れるよう、学期中（授業日）は、週当た

り２日以上（平日は 1日以上、週末は１日以上）の休養日を設ける。 

①平日は、月曜日と木曜日を部活動休養日とする。ただし、学校行事等で変更となることが



ある。 

      ②土日は、１日以上を休養日とし、土日に大会等に参加した場合は、休養日を他の休日に振

り替える。 

      ③１日の活動時間は、平日は２時間、休日（長期休業日も同様）は３時間を上限とし、準備

等の時間は含まない。 

      ④学校閉庁日及び年末年始・儀式的行事日は、休養日とする。 

      ⑤平日の始業前の活動は、原則として行わない。 

      ⑥夏季休業中の活動日数は２０日以内とする。 

  （４）指導及び引率体制 

      ①活動場所の整備に努め、部活動で使用する用具・器具の安全な取扱いや管理・点検に努め

る。 

      ②１年間の大会への出場の見直しを行い、総合体育大会・新人体育大会を含め、参加する大

会については、１か月当たり１大会程度（年間１２大会程度）とする。 

      ③対外試合等による校外への移動については、公共交通機関（貸切バス、電車、タクシーを

含む）を利用するか保護者送迎とし、集合及び解散場所は学校を原則とし、教員（部活動

指導員も含む）の引率を厳守する。 

④文化部活動における地域からの要請による地域の行事・催し物への参加については、生徒

や顧問の負担が過度とならないことを考慮し、運動部活動に準じた扱いとする。 

 

４ 本年度の部活動 

  （１）本年度設置する部活動 

    【運動部】  軟式野球   サッカー  女子バスケットボール   女子バレーボール          

男子・女子ソフトテニス 

    【文化部】 吹奏楽  美術 ※【特設】伝統文化 沢田スカシユリ自由研究班 

    【大会にのみ参加するために設置する運動部】 陸上競技 駅伝 柔道 水泳等 

  



（２）年間完全下校時刻 

   【平日】 部活動開始時刻は、通常１６：０５とする。 

期  間 完全下校時刻 期  間 完全下校時刻 

４月～７月、９月 １７：５０ １１月～１月 １７：００ 

１０月 １７：３０ ２月、３月 １７：３０ 

   ※土曜日及び日曜日は年間を通して１６：３０までには終了する。 

   ※長期休業中は１６：００を完全下校時刻とする。 

 ６ テスト期間中の部活動 

    原則として定期テスト３日前は、活動停止期間とする。 

 ７ 部活動に関する連絡 

    顧問が文書を作成し、生徒及び保護者に配付する。緊急時または軽微な内容の場合は、C4thア

プリを活用し、顧問の判断で配信する。 

 ８ 部活動の服装 

    部活動時は、原則として体育授業時の服装で活動する。ただし、部の特性を考慮し、必要な服装

やその他のものは、部内で指導されたものを着用する。 

 ９ 部活動中の事故防止 

  （１）熱中症の事故防止のため、こまめな水分・塩分の補給等、生徒の健康管理に努める。また、本

校に設置してある熱中症指数計をはじめ、気象庁の高温注意情報及び環境省熱中症予防情報サイ

トの暑さ指数等にも十分留意し、活動の中止や延期の対応を検討する。特に、暑さ指数 WBGT

が３１℃以上の場合は、活動を行わない。また、暑さ指数簡易測定器を用い、適宜確認しながら

活動の目安とする。 

  （２）突然死事故防止のために、全職員が対応できるよう、AED講習や心肺蘇生法などの研修を実 

施する。 

  （３）生徒のみでの活動は行わない。 


